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別紙

長久手市条例第 号

長久手市中央図書館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

長久手市中央図書館の設置及び管理に関する条例（平成４年長久手町条例第

１６号）の一部を次のように改正する。

改正後 改正前

別表（第５条関係） 別表（第５条関係）

【別記1 参照】 【別記1 参照】



【別記1】

改正後

改正前

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の際現に申請書を受理しているものに係る使用料について

は、なお従前の例による。

使用区分

名称

午前９時から午後

１時まで

午後１時から午後

５時まで

午前９時から午後

５時まで

AVルーム ２,７２０円 ２,７２０円 ５,４４０円

ギャラリースペース ３,１４０円

使用区分

名称

午前９時から午後

１時まで

午後１時から午後

５時まで

午前９時から午後

５時まで

AVルーム ２,６５０円 ２,６５０円 ５,３００円

ギャラリースペース ３,０６０円


